
　
平
成
13
年
５
月
18
日
に
都
市
計

画
法
が
改
正
さ
れ
、
市
街
化
調
整

区
域
に
お
い
て
こ
の
日
ま
で
に
知

事
の
確
認
を
受
け
た
既
存
宅
地
に

つ
い
て
は
、
自
己
用
の
建
築
物
に

限
り
、
５
年
間
は
従
来
通
り
許
可

不
要
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
た
め
、
確
認
を
受
け
た
土

地
で
は
、
都
市
計
画
法
改
正
後
か

ら
５
年
の
間（
平
成
18
年
５
月
17

日
ま
で
）に
建
築
確
認
を
受
け
建

築
工
事
に
着
手
し
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
れ
以
降
、
許
可
が
必
要
と
な
り

基
準
に
適
合
す
る
用
途
の
建
築
物

で
な
い
と
建
築
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
愛
媛
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
既
存
宅
地
制
度
に
関
す
る
Ｑ

＆
Ａ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

（
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

お
知
ら
せ
の
欄
、
改
正
都
市
計
画

法（
開
発
許
可
関
係
）に
関
す
る
Ｑ

＆
Ａ
を
参
照
く
だ
さ
い
。） 

問
い
合
わ
せ 

役
場
ま
ち
づ
く
り
課
計
画
建
築
係

　
　
　
　
　
９
８
５
―
４
１
２
４ 

◇
お
知
ら
せ 

お
知
ら
せ 

都
市
計
画
区
域（
市
街
化
調
整

区
域
）に
お
け
る
既
存
宅
地
確

認
の
制
度
に
つ
い
て
 

第
２
回
地
域
医
療
 

　
　
　
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
 

高
齢
者
虐
待
相
談
窓
口
の
 

 
 
 
 
 
開
設
に
つ
い
て
 

日
時
　
７
月
16
日
（
土
） 

　
　
　
14
時
〜
16
時
30
分 

場
所
　
松
山
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

内
容
　 

　｢

21
世
紀
の
地
域
医
療
連
携｣ 

〈
一
部
〉
フ
ォ
ー
ラ
ム 

地
域
医
療
支
援
病
院
を
核
と
し

た
広
域
チ
ー
ム
医
療
の
展
開
（
生

活
習
慣
病
な
ど
に
つ
い
て
の
健

康
相
談
、
看
護
介
護
相
談
あ
り
） 

〈
二
部
〉
基
調
講
演 

テ
ー
マ 

「
が
ん
ば
ら
な
い
」け
ど「
あ
き

　ら
め
な
い
」 

諏
訪
中
央
病
院
名
誉
院
長 

　
　
　
　
　
鎌
田
實
先
生 

定
員
　
１
２
０
０
名
程
度 

　
参
加
費
は
無
料
で
、
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ 

　
松
山
赤
十
字
病
院 

　
　
　
地
域
医
療
支
援
課 

　
　
　
　
　
９
２
６
―
９
５
１
６ 

 

　
愛
媛
県
で
は
、
近
年
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
「
高
齢
者
虐
待
」

に
つ
い
て
、
県
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
相
談
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成

17
年
度
か
ら
愛
媛
県
高
齢
者
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー
に
高
齢
者
虐
待
相

談
窓
口
を
開
設
し
ま
し
た
。
 

　
相
談
は
無
料
で
、
匿
名
で
も
可
、

個
人
の
秘
密
は
厳
守
、
電
話
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
・
来
所
の
い
ず
れ
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。
高
齢
者
虐
待
に
お
悩

み
の
方
、
高
齢
者
虐
待
と
思
わ
れ

る
状
況
を
発
見
し
た
方
な
ど
、
ど

な
た
か
ら
で
も
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。
 

相
談
日
時
 
毎
月
第
１
、
第
３
金

曜
日
　
13
時
〜
16
時
 

場
所
 
愛
媛
県
高
齢
者
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
 

　（
県
民
文
化
会
館
東
側
）
 

 
愛
媛
県
老
人
児
童
セ
ン
タ
ー
内
 

 
 
 
 
　
９
２
６
―
０
８
０
８
 

 
Ｆ
Ａ
Ｘ
９
２
６
―
０
１
７
７
 

　愛媛県では、地域材を使用した木造住宅の建設・購入に対し支援を行っています。愛媛県は
全国有数の林産県であり、県産材の利用促進は、地域産業の活性化だけでなく地域環境保全に
もつながります。 
　皆さんが住宅を建設・購入される際には、ぜひ本制度をご利用ください。 
【概要】 
　県内で自ら居住するため、一戸建ての対象木造住宅を新築又は購入する方が、住宅の主要部
材に50％以上の地域材を使用し、金融機関から融資を受ける場合に、利子補給金が最長5年間
受けられます。 
【対象木造住宅】 
・地域材を主要部材（土台、柱、はり、たるきなど）に50％以上使用する住宅 
・県内に事務所を有する施工業者により、在来工法又は枠組壁工法で建設される木造住宅 
・指定金融機関融資の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく建設住宅性能
評価書の交付を受けた木造住宅（ただし、公庫の証券化支援事業融資の場合は不要） 
【問い合わせ】 
・県内に本店を有する金融機関及び四国労働金庫愛媛支店 
・愛媛県土木部道路都市局建築住宅課　　941－2779

・
既
存
宅
地
確
認
制
度
 

・
地
域
医
療
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
 ・
高
齢
者
虐
待
相
談
窓
口
 

・
優
良
木
造
住
宅
助
成
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